
毎週金曜日（祝日の場合は前日の木曜日）

翌週金曜日（祝日の場合は翌開庁日）

◆
◆

1 (発行日より３ヶ月以内)

（仮換地を届出する場合は、従前地の全部事項証明書を添付して下さい。）

2 (発行日より３ヶ月以内)

隣接地の地目を記入して下さい。

分筆後に届出する場合は、分筆した全筆の面積も記入して下さい。

(仮換地を届出する場合は、公図の代わりに仮換地証明書《原本》

(発行日より３ヶ月以内)を添付して下さい。）

3
（都市計画図、１／２５００白図、住宅地図等）

4
代理申請の場合又は申請時に窓口に来られない方全員からの委任状が必要となります。

5
４条の場合は申請人・５条の場合は譲渡人(土地所有者)が記入して下さい。

6
太陽光発電施設設置の場合のみ必要となります。

7
一時転用の場合のみ必要となります。

◆ そ の 他
● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 

農地法第４・５条届出（市街化区域の農地転用）に関する必要書類

締め切り

受理書交付 

農地転用届出書（２部）
添付書類（各１部）

届出土地の全部事項証明書《原本》

公 図

 届出土地の位置を示す図面

委任状

届出確認書

 誓約書（太陽光発電施設）

農地復元計画書（一時転用）

分筆する場合は、分筆手続き完了後届出をして下さい。

法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名を記名し、法人の代表者印を押印ください。
所有者である届出者が上記１の全部事項証明書と一致しない場合(住所、氏名、法人名等)は、

真正な権利者であることを証する書面（住民票、土地の名称変更証明書等）を添付して下さ

い。

届出地が賃貸借、使用貸借の対象となっている場合は、解約等につき合意が成立したことを証

する書面を添付して下さい。

証明書類は発行日より３ヶ月以内のものを添付して下さい。

埋蔵文化財の試掘調査に伴う農地転用の届出は不要です。（本調査の場合は必要）

届出地が多い場合には、農地転用届出書の続紙を作成し、届出書と続紙に割印をしてくださ

い。（農地転用届出書の裏面には記載しないでください。）

    田 

届出地

       畑 

太田市道路 水路

記入例


